
 

モバイル即時入会サービス特約（2022年 9月 30日版） 

- 1 - 

 

モバイル即時入会サービス特約（2022 年 9 月 30 日版） 

第１条 規定の目的および適用等 

1.本特約は、株式会社バローフィナンシャルサービス（以下「当社」という。）所定の Lu Vit クレジッ

ト会員規約および Lu Vit クレジット会員規約に付随する規定もしくは特約等（以下「会員規約」とい

う。）の適用を受ける会員に対して提供するサービス「モバイル即時入会サービス」（以下「本サービス」

という。）の利用に関する条件等や同サービスを利用する会員に対して適用されるその他の条件等につ

いて定めるものです。 2.本特約は、会員規約ならびに「Lu Vit クレジット MyJCB利用規定」および「Lu 

Vit クレジットアプリ利用規定」（以下、両規定を併せて、「原規定」という。）の特則です。本特約に定

めがない事項については、会員規約および原規定が適用されます。また、本特約に別途定めがない限り、

本特約の用語は、会員規約および原規定の用法に従うものとします。本特約は、会員がカードを退会ま

たは会員資格を喪失するまで、有効に適用されます。 3.会員は、本特約の内容を承諾し、会員規約、原

規定および本特約に基づいて MyJCBサービス、Lu Vit クレジットアプリ（以下「本アプリ」という。）

および本サービスを利用するものとします。 

第２条 定義 

1.「MyJCB サービス」とは、株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という。）および JCB ブランドカー

ド発行会社所定の Webサイトにおいて提供する WEBサービスをいいます。 2.「本アプリ」とは、Lu Vit 

クレジットアプリ利用規定第 1条第 1項で定義する当社が提供・運営する Lu Vit クレジット会員向け

のアプリケーションである Lu Vit クレジットアプリをいいます。 3.「指定モバイル端末」とは、Lu 

Vit クレジットアプリ利用規定第 2条第 3項で定めるスマート端末、タブレット端末等の本アプリをダ

ウンロードして利用することができる当社所定のモバイル端末をいいます。また、利用者が本サービス

の提供を受けるために使用する、正当に所持する指定モバイル端末で、最新の本アプリがインストール

されたものを本件モバイル端末といいます。 4.「本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、当社

が本サービスの利用を認めた会員をいいます。 5.「会員」とは、会員規約に定める会員のうち、当社が

本サービスの利用を認めた会員をいいます。なお、会員は原規定に定める「利用者」に該当します。 6.

「カード情報」とは、①カード名称、②カード番号、③会員資格の有効期限、④セキュリティコード、

⑤その他当社所定のカードに関する情報をいいます。 7.「カード情報確認画面」とは、会員がカード情

報を閲覧することができる本アプリ上の画面をいいます。 

第３条 本サービスの内容等 

1.本サービスは、本アプリ上のカード情報確認画面において、本アプリの利用者である会員が、カード

情報を閲覧することができるサービスです。 2.会員は、前項に基づき閲覧したカード情報を使用して、

以下のショッピング利用を行うことができます。 ①Lu Vit クレジット会員規約（ショッピングの利用）

第 22 条第 3 項に定める非対面取引等のショッピング利用 ②本件モバイル端末を使用する方法による

当社所定のショッピング利用（なお、当該ショッピング利用を行うためには、別途、当社所定の規定に

同意の上、当該規定に基づく手続きを行う必要があります。） 3.前二項のほか、会員は、原規定および

本特約に基づいて、MyJCBサービスおよび本アプリの一般的なサービスを利用することができます。 4.

本会員は、カード（入会時に交付されるカードのほか、更新カードおよび再発行カードを含む。）が送付

される前であっても、第 4 条および第 5 条に定める手続きを完了することにより、本サービス、MyJCB

サービスおよび本アプリを利用することができます。 5.会員が本サービスに基づきショッピング利用

を行った場合、会員が MyJCBサービスまたは本アプリによりキャッシングサービスを利用した場合、そ
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の他会員にカード利用代金が生じた場合、当該利用が会員にカードが送付される前のものであるか後の

ものであるかを問わず、当該利用は会員規約に基づくカードの利用であるとみなし、本会員は会員規約

に基づいて当社に対して利用代金の支払いを行うものとします。 

第４条 利用登録等 

1.当社は、当社がカードの入会を承認した場合、会員に対し、Lu Vit クレジット MyJCB利用者規定の

定めに基づき、MyJCB利用者規定に定める IDを発行し、当社所定の方法により通知します。 2.会員は、

MyJCB アプリ利用者規定第 2 条の定めに従い、本アプリを指定モバイル端末にダウンロードおよびイン

ストールするものとします。 3.会員は本アプリの利用登録を行わなければなりません。会員が、本アプ

リ上で当社指定の WEBサービスを用いた本人確認手続きを行い、当社所定の基準で会員本人であること

が認証されることをもって利用登録が完了します。 4.前項に定める利用登録が完了するまでの間、会

員は以下のサービスを利用することができません。 ①本アプリのすべてのサービス（本サービスを含

む。）  ②MyJCBサービス（WEBサイトにおけるサービス）のうち、一部届出情報の変更を受け付ける

サービス 

第５条 本サービスの利用方法・パスコード等の管理責任等 

1.会員は、本サービスの初回利用時に本サービスの利用の際に必要な当社所定のカード情報確認画面閲

覧用パスコード（MyJCB サービスのパスワードおよび本アプリログイン用パスコード（MyJCB アプリ利

用者規定第 4 条第 2 項に定めるものをいう。以下同じ。）とは別の、カード情報確認画面閲覧のための

みに用いる専用パスコードをいい、以下「専用パスコード」という。）を登録するものとします。会員は、

氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を本アプリログイン用パスコードお

よび専用パスコードとして登録しないものとし、かつ、MyJCB サービスのパスワードおよび本アプリロ

グイン用パスコードとは異なる文字列を、専用パスコードとして登録するものとします。 2.会員は、専

用パスコードを入力することにより、カード情報確認画面を閲覧することができるものとします。 3.

本件モバイル端末に生体認証機能がある場合、会員は、専用パスコードの登録後、カード情報確認画面

を閲覧するための本人認証方法を、専用パスコードを入力する方法に代えて、本件モバイル端末の生体

認証機能により生体認証を行う方法とすることができます。 4.当社は、第 2 項においては専用パスコ

ードの一致を確認することによりその入力者を会員本人と推定し、また前項で生体認証を行う場合にお

いては生体認証に成功した者を会員本人とみなして、本件モバイル端末にカード情報確認画面を表示し

ます。 5.会員は、指定端末および専用パスコードを厳重に管理する義務を負うものとします。専用パス

コードが使用されたことにより、カード情報確認画面が閲覧された場合、会員は自らに故意および過失

が存在しない場合を除き、一切の結果について責任を負うものとし、また当社に対して損害を与えた場

合には、その損害を賠償しなければならないものとします。 6.会員が生体認証機能を用いることを選

択した場合、生体認証が行われた結果閲覧されたカード情報を利用して行われたクレジットカード取引

のカード利用代金については、すべて本会員が負担するものとします。生体認証機能は利便性のある認

証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法

ですので、会員はこの点も考慮の上、利用者の責任と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択

するものとします。 7.当社所定の回数を超えて誤った専用パスコードの入力が繰り返された場合、当

社は、本サービスの提供を一時的に停止します。 

第６条 カード情報の管理等 

1.第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員はカード情報確認画面に表示されるカード情
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報を、クレジットカードに記載されている情報と同じく、善良なる管理者の注意をもって管理するもの

とします。 2.カード情報は、会員本人以外は使用できないものです。会員は他人に対し、カード情報を

預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 3.会員が本条に違反した場合、会員規約に

違反したものとみなして、会員規約を適用するものとします。 

第７条 免責 

1.当社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一

般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、当社はその

完全性を保証するものではありません。 2.当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本

サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。 3.当社は、

故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害

については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、当社が予測し得ない特別な事情により

生じた損害については責任を負わないものとします。 

第８条 （本サービスの一時停止・中止） 1.当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしく

は発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、また

は一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。 2.当社は、システムの保守等、本サ

ービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部

または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、利用者に対し、事前に当

社ホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、シ

ステム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サ

ービスの提供を停止します。 3.当社は、第 1項または第 2項に基づく本サービスの停止に起因して利

用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 

第９条 個人情報の取扱い 

会員は、会員の個人情報が会員規約および原規定に基づいて当社によって収集、利用されるほか、以下

の個人情報が以下のとおり取扱われることについて同意するものとします。 

(1)第 4 条第 3 項に定める本人確認手続きを行う過程で、①会員の顔写真付身分証明書の映像、および

②本件モバイル端末のカメラ機能を用いて撮影された顔の映像が、当該本人確認を行う目的で、当該本

人確認業務を行う当社の委託先に提供されること。(2)(1)の個人情報は本人確認が終了した後、速やか

に安全な方法で消去されること。 

第１０条 本特約の改定 

1.当社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができ

ます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として E メールを送信する

方法により、利用者に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となる

ものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与え

ないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 2.前項にかかわらず、利用者が日常的

に Eメール受信を確認することが可能な Eメールアドレスを当社に届け出ていない場合や、当社から送

信される Eメールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持していない場合、当社は、前項但

書の場合に該当するか否かにかかわらず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、

当社 Web サイトに掲載する方法により周知することで足りるものとします。 
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